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除草コスト縮減の取り組みを実施中
国土交通省では、堤防点検のために年２回（春・秋）の除草を行っています。

近畿地方整備局では、除草コストを縮減するために様々な取り組み（刈草ロール、堆肥化、刈りっぱなし.etc）を

実施中です。

そのうち、木津川上流河川事務所では、刈草ロールの配布、ヤギ除草（小田遊水地の周囲堤）を実施しています。

（刈り手間、集草手間、処分費等、コストの縮減に努めています）

連絡先 ： 国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 管理課 ☎ ０５９５－６３－１６１１

本日梅雨明け！！ いよいよ夏本番

水を入れたバケツ

ただ今の期間、
刈草ロール配布の
取り組みも実施中です。
詳しくはＨＰを
チェック！！

小田遊水地のヤギ除草現場には柵があり（写真の黄色線で示した部分）、ヤギ除草を行っている場所と柵を

隔てた手前とでは、こんなに草丈が違います。

この時期は、一年の中でも特にたくさんの草が生えているので、除草隊にとっては今がまさに「繁忙期」！！

メンバーを増やして、みんなで力を合わせてお仕事をがんばっています。

この夏はとても暑いので、ヤギさんたちが熱中症にならないよう、水や岩塩の補給に注意しています。

みなさまも、どうぞ体調にお気をつけください。

小屋の内側に
岩塩を設置
しています。
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